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協 議 事 項 

 
富士宮市緑の基本計画の策定について 

 

報 告 事 項 

 
富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景観重点地区指定）について 

 

 

 
１ 審議に出席した委員（１５人） 

水 口 俊 典 委員 菅 原 由美子 委員 

藤 井 敬 宏 委員 寺 田 尚 稔 委員 

河 原 崎 信 幸 委員 佐 野 一 男 委員 

佐 野 勝 幸 委員 稲 葉 晃 司 委員 

諏 訪 部 孝 敏 委員 佐 野 和 彦 委員 

佐 野 源 彦 委員 松 井 宏 臣 委員 
【代理】増田 澄 

西 谷  誠  委員 石 川 一 廣 委員 

加 納 永 子 委員  

 
２ 審議に欠席した委員（２人） 

竹 内 文 則 委員 竹 林 圭 介 委員 

 
３ 説明のための出席者 

【協議事項、報告事項】 

都市整備部長 

[都 市 計 画 課] 課長 主幹 計画係長 計画係主査 計画係主査 

[花と緑と水の課] 課長 公園緑地係長 公園緑地係主査 
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【司 会】事務局（都市計画課計画係長） 

 皆様お揃いになりましたので、ただいまから平成２６年度第１回富士宮市都市計画審

議会を開会させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。本日の進行を務めます都市計画課計画係長の

高橋と申します。よろしくお願いいたします。 
始めに委員の変更について報告いたします。今年度、各所属団体において、役員の改

選や人事異動があった関係で、７人の変更がありました。名簿順にご紹介いたします。

富士宮農業協同組合の遠藤誠一委員から佐野一男委員に、富士宮市社会福祉協議会の小

室忠雄委員から佐野勝幸委員に、富士宮警察署の森本俊典委員から松井宏臣委員に、静

岡県富士土木事務所の堀野徹委員から西谷誠委員に、富士農林事務所の塩坂幸信委員か

ら竹林圭介委員に、富士宮市区長会の清功委員から石川一廣委員に、ふじのみや女性の

会の佐野ますゑ委員から加納永子委員に、それぞれ変更となりましたので、よろしくお

願いします。 
次に、会議に先立ちまして、市長から皆様にご挨拶をさせていただきます。 
 

市  長 

皆様こんにちは。本日は、お忙しいところ、平成２６年度第１回富士宮市都市計画審

議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
また、委員の皆様方におかれましては、日頃より市政全般に亘りまして多大なご協力

を賜りまして厚く御礼申し上げます。今、時間ギリギリに来て、大変申し訳ございませ

んでした。実は、今朝の静岡新聞にも掲載されましたが、富士宮市の下条下区農地水環

境保全会が、ボサ菊、ザル菊を育てておりまして、富士山を真正面に本当にきれいな花

づくりを行っていて、その見学に行ってまいりました。このように、富士宮市のあちら

こちらで、花づくりが進んでおりまして、こうした事も都市計画審議会に関係すること

ではないかと思っております。さて、昨年６月に富士山が世界遺産に登録されてから、

早くも１年が経過いたしました。昨年度は、この効果で当市を訪れた観光客が５年ぶり

に６００万人を超えました。特に、生まれ変わった白糸ノ滝や、同じく構成資産であり

ます浅間大社周辺において、顕著な増加が見られております。こうした来訪者が増えて

いる状況を一過性で終わらせることなく、世界中から訪れる方々に対して、富士山の魅

力を満喫していただけるよう。また、大切な遺産を守り、後世に伝えていくためにも、

富士宮市として確実に取り組んでまいりたいと考えております。 
本日皆様にご審議していただく内容は、前回に引き続きまして『富士宮市緑の基本計

画』であります。また、『富士宮市景観計画の改定（浅間大社周辺地区 景観重点地区指

定）』についてもご報告させていただきますが、いずれも、世界遺産富士山に関わる重

要な計画でございます。委員の皆様におかれましては、専門的な見地から、また、富士

宮市民の視点から積極的なご意見を賜りたく存じます。結びに、今後とも市政発展のた

めに変わらぬご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが市長としての挨拶

とさせていただきます。 
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【司 会】事務局（都市計画課計画係長） 

ありがとうございました。なお、市長は公務のため、ここで退席させていただきます。 
本日の審議に際しまして、事務局として関係課職員並びに関係受託業者を同席させて

いただいておりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。それでは、会議

に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確認をお願いいたします。

配布資料は、１０月１４日付けで送付させていただきました資料といたしまして、協議

事項、緑の基本計画の策定についての資料１～３、報告事項、景観計画の改定について 

の資料１及び参考資料、また、本日配布させていただきました資料として、次第、委員

名簿、席次表、それから、報告事項、景観計画の改定についての資料１の７ページにつ

きまして、たいへん恐れ入りますが、差替えをお願いたします。差替えの理由は、後ほ

ど報告事項の中で詳しくご説明申し上げますが、当方の作業上の誤り、手違いがあった

ものであります。お詫びして訂正、差替えをさせていただきます。不足しているもがあ

りましたらお知らせください。 
・・・・・資 料 確 認・・・・・ 

よろしいでしょうか。 
次に、本日欠席の委員、代理出席の委員についてご報告させていただきます。竹内委

員、竹林委員につきましては、本日所用により欠席のご連絡をいただいております。代

理出席の委員でございますが、松井委員の代理といたしまして、富士宮警察署交通課長

の増田様にご出席をいただいております。それでは、お手元の次第によりただいまから

審議をお願いいたします。以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条

の規定によりまして、水口会長にお願いいたします。会長よろしくお願いいたします。 
 

水口会長 

それでは、これから始めますが、前回の審議会は、今年の１月ですね。年度としまし

ては昨年度になりますので、しばらくぶりとなります。前回のテーマは、１つ目は、旧

まちづくり交付金と言い慣れていましたが、新しく都市再生整備計画事業といういろい

ろな補助金をパッケージ化して、自治体の創意や工夫も生かしながら使う制度でありま

す。富士宮では中心市街地の交通、その他の整備を総合的に取り組んでいます。その事

後評価をやりました。前回の審議会でデータが揃ってなかった部分については、次回の

審議会でフォローアップを行うことになるかと思います。 
もう１つの前回のテーマは、今日も議題となっている緑の基本計画の前半部分、計画

の位置づけ、現況課題といったことが主で、今後にかかわる方針、具体的な施策につい

ては、項目だけが出ていました。項目の段階でいろいろなご意見がありました。今日の

議題は市長のあいさつでもありましたが、１つ目が緑の基本計画の続き、今後の方針、

具体的な施策の部分が加わって、フルセットの計画になっております。これについての

議論をします。なお、来年の２月頃予定の次回の審議会でもう１度最後の審議になるか

と思いますが、その段階では既に市民からのパブリックコメントだとかも出ていて、い

よいよ取りまとめて決める。諮問に対する答申をまとめるという段階になると思います。
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したがって、内容をいろいろと変えられるのは今日の方が良くて、次回ではあちこち手

をつける事は実質的に難しいという意味では、今回が大事な議論ということであります。 
今回のもう１つのテーマは、先ほど市長も触れましたが、景観計画、富士山の世界文

化遺産登録の絡みで、富士山の眺望を守るための施策を充実していくということで、富

士宮の今後のまちづくりにとっては、非常に重要なテーマになるかと思います。こちら

の方は、今日が始めてで、少し中間的な報告を聞いて、今後の進め方についても質問な

り意見を出してもらって、これは、来年度改めて具体的な今後の方向を含めた案が示さ

れて議論をすることになろうかと思いますが、その皮切りということになります。 
具体的な審議に入る前に、前段の作業ですが、本日の欠席が２名、審議会委員

は全部で１７名ですが、１５名が出席です。審議会の条例によって成立しており

ます。それから審議会の運営要領も公開の規定があるのですが、特段の事情がな

いので、公開として議事を行いたいと思いますがご異議はありませんか。 
 

………「異議なし」の声あり……… 

  

 傍聴者がいればお願いします。会議録の署名人ですが、運営要領の規定がありま

して、委員の中から、お一方を輪番でお願いするということです。今日の署名人は藤井

敬宏委員にお願いいたします。 

それでは議事に入ります。今日配られた次第の２番に協議事項として、富士宮市緑

の基本計画の策定について、事務局より説明をお願いします。 

 
事務局（都市計画課主査） 

都市計画課の石原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座って失礼させて

いただきます。説明は、およそ１５分を予定しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。       

前回の審議会では、第２章までをお示しし、いただいたご意見への対応については、

協議事項資料２の意見対応表に、まとめております。本日お示しする第３章以降につき

ましても、いただいたご意見を踏まえ作業を進めてまいりました。それでは、協議事項

資料２に沿って、修正点や計画へ反映した点を中心に説明させていただきます。まず、

協議事項資料２の１ページをご覧ください。 

水口会長から、大きく６点のご意見をいただきました。1つ目は、本計画を作成する

意義は、緑の質を上げる、市民の役割を持たせることである。については、４８、４９

ページの基本理念、５０ページの基本目標、５１ページから５５ページの基本方針、８

２ページから１０１ページまでを体系ごとに対応させ、計画の意義や実現までの道筋を

明確にしました。また、緑の質を高めるための指標として、５６ページの、３緑の目標

水準の２）目標の②に、富士山麓の森林を広葉樹等に変えていくことを目標値として、

設定しています。市民の役割を持たせるための対応としては、８２ページからの各推進

施策の一覧に、市民と市民団体のかかわり方を記載しました。２つ目の農林水産業等の

各種施策を緑の基本計画に示すことで、各分野に緑のマインドを入れる。価値を高める
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ことになる。については、７１ページの第３章緑の配置方針の項目に２－５資源生産機

能を担う緑と水の保全・配置方針を記載しました。また、林業振興の視点からの推進施

策として、８３ページの⑦民有林の適切な維持管理による保全・育成、同じく８３ペー

ジの⑧民有林の多様性に富んだ広葉樹林などへの転換の促進、８４ページの⑨富士ひの

きの産地化・明確化などを設定しております。農業振興の視点からの推進施策としては、

８７ページ①優良農地の保全、同じく８７ページの②棚田の保全、③遊休農地の再生、

⑥市民農園・学童農園の設置の促進などを設定しました。３つ目の、防災の緑地機能に

ついては、防災計画の中で課題として高まっているので、もう少し強調しても良いと思

う。については、６６ページの２－３防災機能を担う緑と水の保全・配置方針に 、１）

災害を緩和し発生を抑制する緑、２)災害時の避難、救護、復旧活動の安全性を高める

緑、３）災害時の被害拡大を抑制する緑の項目に防災機能に関する記載をしました。４

つ目の、人工林の管理不足は深刻な問題であり、緑の視点から強調すべきである、また、

所有の変化に伴う森林の弱体化が懸念される。については、５１ページの２緑の基本方

針の基本目標１の(1)富士山の自然を保全・再生・活用します。の中に、民有林の適切

な維持管理を記載しました。また、推進施策としては、８２ページ①公有林における富

士山の森づくり、８３ページ⑦民有林の適切な維持管理による保全・育成、８５ページ

③朝霧高原の樹林地の保全・育成などを設定しました。５つ目の、集落は、農地、里山、

社寺などがあり、田園的な緑の資源について示すことが、富士宮らしさになる。里山、

棚田の保全管理を入れるべき。特に旧芝川地域は、旧富士宮地域の雄大な緑に比べ、き

め細かく象徴的な田園や谷あいの緑などがあるので、集落周辺の緑を強調したほうが良

い。については、６８、６９ページの２－４景観形成機能を担う緑と水の保全・配置方

針に、集落地や地域のシンボルとなる緑、それが創り出す景観について記載し、柚野や

稲子などの、集落地域特有の棚田や田園・谷あいなどの、景観保全について記載しまし

た。また、推進施策については、８７ページ②棚田の保全、同じく８７ページ④集落地

の屋敷林などの保全と緑化の促進、⑤集落地内の背後地の里山林などの保全と活用を設

定しました。６つ目の、養鱒業など湧水池の環境状態も変化してきているので、恵まれ

た資源として生かしていくことが必要である。については、７１ページ２－５資源生産

機能を担う緑と水の保全・配置方針の３)水産資源の生産機能を有す水に、水産資源と

しての活用に加え、観光資源への活用を図っていくことを記載しました。また、推進施

策としては、９３ページの③湧水池や河川を結ぶ散策路の設定、９５ページの②歩く博

物館の各コースの水と緑と花による魅力の向上、９６ページの⑤湧水を利用した坪庭の

整備を設定しており、１０２ページの３重視して取り組むテーマと施策のテーマ２に富

士山からの湧水の永遠なる保全と活用。を設定しました。続きまして、２ページをご覧

ください。 

竹内委員からも、大きく６点のご意見をいただきました。1つ目は、目標水準は、量、

質、市民意識でつくるのではなく、富士宮らしさをベースに、将来あるべき姿の理念を

掲げて、それを達成するための指標を設けるべき。については、５６、５７ページの３

緑の目標水準の 6つ目の目標は、４８、４９ページの１基本理念、５０ページの５つの

基本目標と、５１から５５ページの基本目標を踏まえた基本方針を設定しています。ま
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た、５８ページには基本目標と目標水準の関係を記載しました。２つ目の富士山の湧水

は、バナジウム、何万年前の水など、湧水そのものが世界遺産であり、親水性を高める

ということだけでなく、湧水に焦点を当てて、どう利用するかを打ち出す必要がある。

については、１０ページの３）湧水の項目に湧水の現状を記載しました。６８、７１ペ

ージには、観光振興にも寄与する景観形成機能や、資源、農林水産業における資源生産

機能について記載しました。１０２、１０３ページ、３重視して取り組むテーマと施策

のテーマ２に、富士山からの湧水の永遠なる保全と活用を設定しました。また、産業・

地域振興、観光振興に資する、豊富な水資源の利用や、水関連産業の誘導・誘致などに

ついては、総合計画や観光基本計画で取り扱われています。３つ目の、緑の温暖化防止

機能を意識して、二酸化炭素の計測値を目標水準に設定してはどうか。また、二酸化炭

素削減については、緑の多目的機能として都市緑地計画の中で強調すべきである。につ

いては、５６ページの３緑の目標水準に、緑の温暖化防止機能の維持・向上を図る観点

から、二酸化炭素の吸収源となる森林について、面積や質の転換を目標①と目標②に設

定しています。また、６２ページの２系統別の緑と水の保全・配置方針の２－１環境保

全機能を担う緑と水の配置方針には、地球温暖化の防止や、気候の安定、都市の環境負

荷への軽減などを記載しました。また、推進施策としては、８２ページ以降に二酸化炭

素という観点から、緑の保全・創出、緑化に係る各種推進施策を設定しました。なお、

二酸化炭素の排出削減や、自然環境への負荷軽減などの取り組みや目標については「環

境基本計画」にて取り扱われています。４つ目の、緑は災害を防ぐ機能も有しているの

で、防災面からの目標水準を設定してはどうか。につきましては、６６ページには、防

災機能に着目し、２－３防災機能を担う緑と水の保全・配置方針に１）災害を緩和し、

発生を抑制する緑、２)災害時の避難、救護、復旧活動の安全性を高める緑、３)災害時

の避難拡大を抑制する緑を記載しました。５つ目の、富士宮市は、豊富な地下水・伏流

水が特徴であるので、適切に保全していく上でも、水源涵養については、一項目あって

もよいのではないか。につきましては、地下水・伏流水の保全や水源涵養は、重要な、

事柄であるため、各項目にわたって記載をしました。まず、４９ページの永遠に息づく

(継承する)緑と水のイメージ図に豊富な水のイメージや、富士山の伏流水などの水の循

環イメージを明示しています。５０ページの基本目標 1には、自然と人が共生し美しい

緑に包まれたまちに、水源かん養機能の維持・向上について記載しています。５６ペー

ジの３緑の目標水準の目標①、②についても、水源涵養の機能にも関係しています。こ

のほか、６２ページ２系統別の緑と水の保全・配置方針の２―１環境保全機能を担う緑

と水の配置方針の１)骨格を形成する緑と水の配置では、富士山や天子山系の森林が持

つ水源涵養の保全について、記載しました。同じく６２ページ２)地域環境の向上に資

する緑と水の配置にも、田貫湖・小田貫湿原、白糸の滝、富士山の伏流水の湧水池、た

め池の保全について記載しました。また、推進施策としては、水源涵養機能の維持・向

上に資するものとして、８２ページの①公有林における富士山の森づくり、８３ページ

の⑧民有林の多様性に富んだ広葉樹林などへの転換の促進、８６ページの④森林の永続

性を担保するための諸制度の活用など、複数に設定しました。１０２、１０３ページの

３重視して取り組むテーマと施策のテーマ３として「未来永劫にわたり変わらぬ豊かな
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緑の継承」を設定し、水源涵養をはじめとする多面的な機能を有する緑を、未来永劫に

わたって良好な形で守り継承する旨を記載しました。６つ目の基本目標の設定も良いが、

具体的に行動する、実施する項目の設定も考えるべき。については、８２ページから１

０１ページに具体的な取り組みとして、９９の施策を設定しました。続きまして、３ペ

ージをご覧ください。 

菅原委員からいただいた、ご意見で、外国資本に水源地や水源涵養森林を買い占めら

れるといった事案も生じているので、それを防ぐような効果がある何らかの記述が必要

ではないか。については、先ほどの竹内委員の水源涵養に関するご意見への反映と同じ

になります。 

次に、佐野和彦委員からいただいたご意見で、明星山公園は、眺望が優れているなど、

素晴らしい公園であるが、利用者も少なく、その良さが十分に生かしきれていないにつ

いては、７４ページ３－２都市基幹公園、特殊公園等の配置・整備方針に、明星山公園

は、頂上からの展望や、明星山の豊かな自然とふれあいのできる公園として充実すると

ともに、適切な維持管理を諮ります。と記載しました。また、推進施策としては、８８

ページの①白尾山公園、明星山公園の充実を設定しました。次に、諏訪部委員から先ほ

どの意見に関連して、明星山公園へのアクセス道路が未整備となっている状況について、

ご意見をいただきました。用地が確保できない状況でありますが、道路事業担当課と共

に連携し、周辺道路も含めた整備を行いながら、公園の利用促進に努めていきたいと考

えております。 

最後に、小室委員からいただいたご意見、富士山が世界遺産になり、万野風穴池田公

園については、有効に利用すべきではないか。については、天然記念物の万野風穴は、

落盤の危険が確認されたため、昭和５９年以降閉鎖しており、静岡県の保存管理計画に

おいても、将来に向けた整備・活用を課題と捉えております。７４ページの３－２都市

基幹公園、特殊公園等の配置、整備方針の概要表の万野風穴池田公園に、自然豊かで、

国の天然記念物の万野風穴のある公園として、適切に維持管理を図ります。と記載しま

した。また、推進施策として、８８ページの②風致公園の適切な維持管理について設定

しました。以上が前回の意見に対する対応となります。最後に今後のスケジュールにつ

いて説明させていただきます。 

資料３をご覧ください。現在、本審議会と並行して関連審議会や市議会において協議

をしているところです。これらのご意見を踏まえ、案の取りまとめを行い、１２月中旬

からパブリックコメントを実施いたします。年が明けて、策定委員会を行ったのち、２

月上旬に本審議会の開催を予定しております。次回の審議会では、最終的な提出議案と

して、諮問させていただく予定です。その後、３月に策定、公表する予定となっており

ます。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
水口会長 
ご苦労様でした。今の説明のようにフルセットの計画素案なのですが、前回の項目立

てのみで中身が書かれていなかった段階での先取り的意見といいますか。それへの対応

とういう部分での説明がありました。今日この場では、それ以外の新しい部分について
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のご意見やご質問をお願いします。最後に説明があったように、来年の２月上旬のこの

審議会で取りまとめるということになります。したがって、今日この場でいろいろなご

意見をいただいて、できる限りその反映等について、即答できるものは、事務局から即

答いただいて、少し検討を要するものは検討して必要に応じて会長である私と相談をし

ていただく。というような形で、あるいは、内容によっては、先ほどの、他の計画で対

応しているとか、対応する課題だとか、いろんなこともあると思います。出来る限り、

そのあたりの交通整理もやって、最終的な案にうまく反映できるように進めていきたい

と思っております。それでは、この緑の基本計画素案に対してのご意見を求めます。 
それでは、皮切りに、一委員として前回の私の意見に対応していただいたところがあ

るので、３点ほど、質問あるいは意見を言います。まず、ページ順でいきますと５６ペ

ージ緑の目標水準というのがあります。これは、いろいろな分野のマスタープランで、

こういう目標水準、冒頭にも書いておりますが、基本目標の計画の達成度を具体的に検

証するための指標ということであります。このこと自体は、作りっぱなし計画に比べて、

非常に重要なことでなんですが、その中で、２つ目の目標②は、先ほどのご説明でも、

何度か聞きましたが、ここで、ちょっと、この富士山、富士宮にふさわしく、広葉樹等

に変えていきます。という言い方がちょっと曖昧で、何を何に変えていくのか。要する

に人工林、針葉樹を主とする人工林を広葉樹林あるいは、広葉樹と針葉樹が混交した樹

林に変えていくという趣旨かと思うので、説明をもう少し丁寧にされた方が、わかると

思います。併せて、その下に１０年後、２０年後に８０ヘクタールずつ、広葉樹林等を

広げていくということになっているのですが、この関連する施策は、例えば８３ページ

の一番下に⑧として、民有林の多様性に富んだ広葉樹林などへの転換の促進というふう

に、施策の内容が具体的に書かれております。何をすれば、こうような目標水準に近づ

けるということはわかるが、この８０ヘクタールという目標水準を、その検証のために

後でトレースする訳ですから、定量的なものが出ている訳ですね。この根拠は、難しい

ところはあるのでしょうが、これまでの実績、特に植林地を伐採した後の植林の方法、

あるいは、後の管理ということから、来ているのだと思います。国有林も含めた数値な

のか？というのも疑問で、その目標②の下に囲みで、１０年後２０年後の転換量を目標

とします。これはその通りで、少しその背景についての説明があった方が良いのではな

いかと思います。それが１点目です。 
それから２点目はですね。８７ページに飛びます。ここは、具体的な推進施策が体系

化され、並んでいるのですが、この８７ページは、集落地等の自然環境保全・再生とい

うテーマに係る施策ですが、各施策がタイトルで分類されていて、具体的に策番号が、

①からこのページですと⑦まで書いてあります。各推進施策の表の一番右下に短期の欄

があります。これは、その前に時期について、既に取り組む、すぐに取り組むものが短

期、それから、概ね５年以内着手を目指すのが中期、概ね１０年以内着手が長期とプロ

グラムが分類されている訳です。これも非常に事業を具体的に進めることでは重要かと

思いますが、８７ページは見てみますと、結構、短期でかつ四角のない、既に取り組ま

れているのではなく、新たに取り組む短期、すぐに取組むというものが結構多くてある。

それに中身を見ると、いろいろ取組みに工夫を要するものもあります。つまりこれは、
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具体案、この緑の基本計画は、策定すれば、すぐにその実現に向けて具体化の準備をす

るものが、この集落景観、集落の自然環境保全再生活用に関しては、特に目立った。こ

の短期と囲み付き、つまり取組み済の短期のというような、区分に間違いがなければ、

この項目に関しては、かなり、すぐに準備をする必要がありますね。ということの確認

です。例えば、棚田の保全とか、集落屋敷林などの保全とか、集落背後里山林の保全と

か、その中で具体的な内容と、対象場所の選定みたいなこともあり、特に芝川などの、

新たな緑資源が加わったので、非常に重要かと思います。確認を求めたいと思います。 
３点目ですが、１０２ページに飛びます。これも、多くの多様な分野のマスタープラ

ンで、よく出てきた重点施策というものです。ここで、テーマに、前回の意見でもあり

ましたが、湧水の保全活用ということと、特にテーマに３つの内の、第２として取り上

げられていることは、高く評価したいと思います。でも、なかなかこれは、湧水は難し

い、何によってどう変わるのかということは難しいこともあって、いろいろ、創意工夫

あるいは、調査を要する取り組みだと思う。そのなかで、１０３ページ以後は、具体的

なテーマごとに取り上げられた、さっきの施策体系ですが、それが、再掲されている訳

です。再掲したことによって、それらを、関連づけながら、重点的にやっていくという

位置づけになっております。ここで、この１０３ページの方で挙げられているもので、

施策体系番号がありますが、これはかなり、短期のもの、既に取り組み済とか、新たな

取組、短期のものが多いと思うのですが、富士山湧水という、２）の所に入っているも

のの、４つ施策を挙げられていますが、その２つ目の湧水池や河川を結ぶ散策路の設定、

これは、中期になっています。それから、かんがい用水路の自然豊かなうるおいのある

水辺空間のかんがい用水の水辺空間の創出、これは、長期になっている。という意味で、

この１０２ページの、はじめの、頭書きのところで、富士山をテーマにしたまちで、富

士山を生かす・守るために、特に重視して取り組むテーマというようになっているので

すが、多くのマスタープランでは、重点テーマは早期に取り組むという意味もある訳で

す。ですから、特に重視して、早期に取り組むというのを付け加えた方が良いのかな、

と思っていたのですが、具体的に挙げられたものの中には、かなり長期があって、１０

年以内に着手ですが、まあ１０年以内に着手ですが、検討は早めにやるというようなこ

とで、早期に取り組む、先ほどの８２ページのその時期区分の説明ですと、すぐに取り

組むという短期から、概ね１０年以内の着手という長期までの差があるが、それと言葉

のニュアンスが違いますが、早期に取り組むと言うようなものの意味があるのか、どう

なのか、あるいは、これは重視して重点的に取り組むと言う、今の案のままの方が良い

のか、この重視して取り組むテーマについての位置づけに絡んで、早期にということは、

言葉を入れられるかどうかの以上３点です。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 

１点目について、花と緑と水の課です。１点目の広葉樹林等への転換ということです

が、会長のおっしゃるとおり人工林から広葉樹あるいは、混交林・針葉樹プラス広葉樹

へ、このような森林へできるものは転換する。または、経済林として人工林が成り立つ

部分は、そのまま人工林でも良いと考えますが、できるだけ質の点で多様性のある森を
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目指して、いろいろなタイプの森にしていくという趣旨でございます。そして、実際の

目標値の設定ですが、伐採後の樹種の転換状況に関して過年度の実績を踏まえつつ、も

う少し強化する形で、目標値 80 ヘクタールずつ、年間 8 ヘクタールくらいになります

が、そのくらいは、人工林から広葉樹あるいは混交林へ転換できると考えられますので、

このような目標設定とさせていただきました。国有林の方は、別途計画がございますけ

れども、こちらの方は、ちょっと把握ができなかった部分で、民有林あるいは、財産区

有林そういったものの森林の面積でございます。 
 
水口会長 

はい。そうゆう趣旨で少し文言を加える方向で検討してください。 
人工林から広葉樹林または混交林への転換や今の民有林における近年の実績など、一

言加えれば、よりわかりやすくなると思います。ありがとうございました。 
はいどうぞ。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 
それでは、２点目の８７ページの集落地の自然環境への保全再生の活用に関してのご

質問、ご意見でしたけれども、この中で短期と書いてあるところで、実際には、既に何

らかの地元での取り組みがされているのも実際には含まれているとは思われます。例え

ば、柚野地域の中では、もちろん棚田の保全であるとか、農業政策に関連して、遊休地

を再生するような取り組みも見られるものですから、ここで短期ということで、実際に

四角で囲んでおりませんが、その辺の取り組みが、もう少し目にみえるような形で、充

実してきたらといいますか、もう少しその辺のものが強く出てくれば、四角で囲むこと

ができるのかな、という認識でおります。また、市民農園とか体験農園というものも、

実際に市内でそういう制度もございますけれども、まだ、体系的に仕組みとして、しっ

かりと定着してきているほどではない、四角く囲むほどのものではない、というような

認識で、今のところは四角で囲んでいないということでございます。 
３点目の、１０２ページの湧水の部分で、中期とか長期の物もが含まれているという

件ですが、実際に施策として実施していくためには、この後、実施計画であるとか、ハ

ード的な施設の整備では、予算立てなどが必要となってくるかと思います。その中で、

実施計画の予算立てなどの面で少し調整に時間を要しすることも考慮しまして、中期あ

るいは長期としての位置づけに今のところさせていただいている状況です。 
 
水口会長 

はい。まず２点目の方は要するに新たに取り組む短期が多くても、ここに書かれてい

るいくつかの事業をやっていく政策的な意思があるということで、それでいいと思うの

ですが、一応さっきの四角を付けた既存の取り組みありというやつと、特に芝川地域で

の取り組みですとか、市民団体とか地元での取り組みのようなものと、四角がつくのか

つかないのか、という辺りの判断にやや曖昧な所があるのかなと思ったので、一応、も

う一度チェックしてもらえば良いと思います。 
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事務局（都市計画課計画係長） 
これは、全庁的に調査をかけまして、所管課の回答に基づいて今のところ取り組んで

あるものを短期にピックアップしていますが、四角をつけるかどうかについては、実際

に地域における何らかの取り組みも見られることも踏まえ、再度調査をいたしまして、

もう少し明確な判断ができるよう検討します。 
 
水口会長 

特に８７ページだけ、囲みなし短期が多く目立ったということです。 
最後の説明はわかりましたが、例えば、かんがい用水の水辺空間は、長期でなく中期に

ならないのか、という趣旨もあるという意味で、ここの３－１の冒頭に早期に取り組む

ということを入れられないのか、という感じがしました。その辺りはどうでしょう。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 
今おっしゃられたとおり、重視して取り組むテーマですので、短期が望ましいと思い

ます。ですので、再度調整を図り少なくとも中期にする方向で検討させていただきたい

と思います。 
 
水口会長 

ご検討ください。どうぞ。 
 
藤井委員 
質問が１つと確認が１つ。そして、意見が１つということで３点お話させていただき

たいと思います。 
まず、１点目なのですが、今、会長さんがご指摘された５６ページの目標②について

ですが、今回の緑の計画書を見させていただくと、かなり、環境に対する記述が丁寧に

書かれていて、環境の創造とか、あるいは再生とか、育成とか、保存、保全とか、そう

言った言葉をかなり、丁寧に書き記してあるのですが、その中で、目標②の「富士山に

ふさわしい森」といった表現が、私には、よくわからないところがございます。誰にと

ってふさわしいのか、主体が何なのか、ということを是非お聞きしたい。と言いますの

は、さきほど人工林という話がございましたが、例えば、ふさわしい森にするためには、

世界遺産として世界に名だたる富士山といった昔の緑、こういったものを保全・再生す

ると言ったイメージからすると、その富士山の持っている質的評価をきちんとして、そ

こに広葉樹が必要だということで、整備する話なのか。あるいは、他地域の例でいうと

人工林を増やして、動物の生息する空間が無くなってしまったと、そういった中では、

ニホンザルとか、そういったものの生息域を確保するために、広葉樹に戻してあげると

いう施策の中で、人工林から広葉樹に転換するといったところもある。そういった面で

は、生態系の評価の中から、ふさわしい森として転換するのかという視点なのか。ある

いは、そもそも富士宮の市民もしくは地域の環境問題として、ＣＯ2 の削減を図るため
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に、環境改善を図ると言ったところの視点がメインなのか、そういった面ではどの視点

に立った評価なのかがちょっとよくわからないということです。広葉樹に変えて行くに

あたっても、本来、変えて良いものなのかも含めて、環境的な評価をどうされているの

か。考え方をお伺いしたいというのが１つ目の質問です。 
２点目の確認ですが、それに伴って６８ページの所で、（１）の富士宮らしい景観を

構成する緑と水辺というところの、○の下から２つ目のところに、白糸の滝云々とあり

ます。その中で、末尾の方に周辺の自然環境の保全を図ります。その他の湧水池につい

ても、周辺の自然環境も含め保存を図ります。ということで、こういった人の手を加え

るようなところを、保全を図りながら、湧水池は、きちんと自然そのまま手を加えずに、

残すという考え方で保存ということで、きちんと使われているのか、ということを確認

だけです。 
 
水口会長 
すいません。今、ちょっと聞き取れませんでした、何ページ。 

 
藤井委員 
６８ページの１）の下から２つ目の○です。そこで、保全と保存という言葉が、自然

環境の保全と、自然環境も含めた保存する。というが表現になっているので、積極的に、

この自然そのものを残す。という保存という言葉を使われているのですね。という確認

です。 
もう１点は、一番最後のページですが、ＰＤＣＡをやられることについて、いろいろ

な事業の中で、組み込まれるのですが、緑の計画で考えると、かなり長い年月を置いた

形でないと、生態系が整わないということで、タイムスパンを置くということは、当然

かと思います。しかし、この計画が、短期５年、それから中期が５年から始まって１０

年、そして、１０年以降が長期と捉えるとすると、ここで、進行管理が、１０年のスパ

ンで行われると、短期の結果を受けて、中期計画にどうそれが反映するのかというのが

見えないということがありますので、やはり、中間年としては、各個別施策の短、中、

長期のタイムスケールに合わせた形で、基本的にはＰＤＣＡを回したほうが良いのでは

ないかといった意見でございます。以上３点です。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
それでは、最初の富士山にふさわしい森というところは、視点の問題というように考

えております。こちらは、富士山のいろんな面があると思います。最初は自然のままの

天然林だったものが、人工林に植え変わり、そして、あまり手入れをされずに、今残っ

ているということで、それぞれの立場で、富士山というものがあると思うのですけれど

も、この計画で一番重要視したいのは、景観ということもありますが、生態系に対して、

豊かなものということを目指しております。ですから、天然林ばかりということでもな

く、やはり山麓の方は、人工林があってしかるべき、そういう場所もあると思われます

ので、画一的なものではなく、天然林もあるし混交林もあるし、人工林もある。しかし、
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相対的にいろいろな森があることによって生物の多様性といったものが、担保できるこ

とを重視いたしました。ＣＯ2 の削減ということについては、木があれば、ある程度吸

収されますので、その点ではなく、一番重視したものは、生態系の豊かさといったこと

になります。 
２点目のですね。白糸の滝とその他の湧水池の関係ですけども、その他の湧水池は、

市の自然環境保全条例の方で、保存湧水池ということで指定しております。要するに、

自然を大切にして、保全していこうという趣旨での湧水が非常に多い。そうゆうことで

ございますので、できる限り湧水池ばかりでなく周りの環境も含めて、自然を守り保存

していく考えであります。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 
３点目の１０８ページの進行管理のところでありあますが、藤井委員のおっしゃると

おり、短期とか中期の施策がたくさんありますので、中間の前に例えば５年とか、もう

少し前の段階で見直しが必要ではないかと考えておりますので、特に各個別施策につい

ては、短いスパンで見直しや評価をやるような形で考えていきたいと思います。 
 
水口会長 

今の藤井委員の１点目ですが、お答えは広葉樹林化の理由ですね。 
 

事務局（花と緑と水の課長） 
生態系が豊かになるような形で、様々な森林があった方が、やはり、生態的に非常に

多様性が富むということで、そういったものを目指したいという趣旨でございます。 
 
水口会長 

もう１つの要因は、今の富士山麓の人工林の維持管理にかなり問題が出てきている。

要するに放置されている。森林の管理について、前回の私も含めて意見がありましたが、

民有林の管理について、林業、林政に対して、緑政策も一緒になって改善していく必要

があるということがあります。維持管理がされないから、ヒョロヒョロした杉が間伐も

されず、枝打ちもされず、いっぱい乱立していて、根っこが弱く、したがって水災害、

山災害等に対しても弱い。それは、決して富士山の樹林としては、ふさわしくない。と

いうようなことも、もう１つ背景にあり、それをより安定して、土砂災害防止にも安定

していて、環境上も多様性のあるものに変えて行くというようなことで、国有林分野で

も、そうゆうことも、富士山麓の国有林で、どのくらいやっているかはよくわかりませ

んが、そうゆうこも背景にあろうとも思うので、ここで、丁寧に書くことは、難しいで

すが、確かにちょっと、富士山にふさわしい森とは何を言うのか。というのは、読者と

して少しわかりづらい部分はあると思いますね。もうちょっと現況課題の方に、そうい

うことも、どのくらい書いてあるかチェックが入りますが、ちょっと一言加えたほうが、

良いのではなかろうか。その文言につていては、この場で出すのは難しいので、検討し

ていただいて、会長と相談していただくということにしたいと思います。 
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藤井委員 

ちょっとよろしいですか。広葉樹林化に関して、実際に広葉樹に変えると、生態系の

質が変わってしまうことがある。私は今、北海道の方で、道路関係、交通関係をやって

いるものですから、ロード・キルという形で、鹿が道路に出てきて交通事故に会う。そ

の実態・評価・改善に取り組んでいるのですが、そうしたときに、北海道は、かなり針

葉樹が多く、そうすると、やはり緑豊かなところに、その餌を求めて植生の良い所に鹿

などのいろいろな小動物が集まってくる。そうすると、人工林なんかでも、広葉樹に変

えたところ、いきなりそういった所が、鹿等の植生の生息地として拡大してしまう。そ

うなった場合に、新たな鹿の獣道がどんどん出来上がってしまって、地域全体の生態系

のネットワークが、少しずつ変わってきてしまうと、そういったことがあるものですか

ら、そうした中で、この１６０ヘクタールで、そこまで影響するかというと、そう影響

はしないとは思いますが、この計画の中で求めている森といった考え方を、もう少し丁

寧に表現された方が、勘違いされなくても済むのかなといったような印象をちょっと持

っておりましたので、是非、その辺りを、会長さんの方で取りまとめて、対応していた

だければと思います。 
 
水口会長 

ありがとうございます。 
ただ、北海道の針葉樹林とは違って、富士山麓の針葉森林は、完全な人工林で、しか

も、戦後一斉造林をやって、特に民有林では、その後、ほとんど、きちんと管理がされ

て来ていなくて、かなり大きな面積を企業が持っていたり、それが売払われて、土地所

有者が変わったりもして、もともと不自然なところに作り過ぎて、経済状況が変わり、

維持管理ができなく、担い手そのものが危うくなってきていることですから、そうした

問題も背景にあるだろうと思っています。おっしゃった広葉樹林化することによって、

別のいろいろの影響ということもあるということも、ご指摘のとおりなので、少し、林

政部門ともう一度協議されて、どのように、この目標②の説明をするか。ということを

検討していただいて、私と藤井委員に確認を取っていただきたいと思います。 
他にどうぞ。 

 
稲葉委員 
３ページのところで、対象とする緑で、地域性緑地のところを確認したいのですけれ

ども、富士山本宮浅間大社の末舎である金之宮神社なんかを例にとってみると、指定樹

木なんかがあって、ご神木という形でやられているのですけれど、それを維持管理して

いる氏子の方々が高齢化してですね。なかなか、ちょっとやっかいな状況になっている。

市の方は、指定樹木に対しては補助を出すとか、樹木医に見てもらって、手当てや伐採

などに対しては、５０万円までの補助枠を出しているのもわかっているのですが、こう

いった状況を、市内全体でどの程度、把握されているかどうかどうかですね。市街地に

神社があって結構、荒廃してしまうと、本当に世界遺産にふさわしくない森になってし
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まうので、そのへんの把握をされているのか。また、それをどう考えていくのか、とい

うのがまず１点。 
先ほどから、湧水、湧水といって、１０２ページ、１０３ページところで、やられて

いますけれども、確かにせせらぎ広場、よしま池、湧玉池、あの辺りは良いのでしょう

けど、富士宮市の魚であるにじますを取り巻く環境は、実際問題、何年に１社か廃業し

ていくペースで、今現在、養鱒業組合を形成していくのに、ぎりぎりの人数でいる訳で

す。そういった状況も踏まえた中で、それらが、もうダメになっていくと、いろいろ市

内の湧水の関係に影響を及ぼすでしょうから、そういったものも踏まえて記述していく

必要があるのではなないかと思います。 
それから７６ページの公園の緑地の配置・整備方針図でありますけれども、例えば、

淀師、淀平町、三園平には、未利用地が比較的残っている地区であり宅地化の動向を踏

まえ、２箇所程度の公園設置を検討します。とありますが、日配養鱒跡地が開発されて、

１箇所公園が出来ていますよね。それが、カウントされるかどうかです。その辺の確認

で、３点お伺いしたいです。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
１点目の寺社林の樹木を把握しているのかどうかということですけども、現在は、３

メートル以上で非常に大きい樹木とか、樹林しか把握してございません。施策にも記載

しておりますが、今後、広く寺社林や樹木の把握などを行い保全も考えていきたいと思

っています。 
２点目の湧水とニジマスということですけど、特に施策について、産業振興部局の方

から上がってきてはなかったものですから、また、今後、所管課の方と確認していきた

いと思います。 
３点目、日配跡地については、今後こちらを含めた周辺地域に公園が少ない。いわゆ

る空白地ということで新たな公園の整備を考えていきたいという趣旨です。 
 
稲葉委員 
最後のところがよくわからなかったのですが、僕はただ、カウントするのかしないの

かを聞いている訳です。カウントすると、あと１個になるのでしょうか。そういう意味

で聞いたのですけれども。 
それと、さっきの寺社林のことなのですが、６９ページに地域のシンボルとなる緑と

いうところで、地域のシンボルとなる緑であるため、保全を図ります。とあるが、原則

的には地域住民にお任せするという形で守る、保全とするという意味なのか。それとも

行政が寺社林だけども、率先してやっていこうという考えでいくのかどうかですね。そ

の方針についてお伺いしたい。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
先ほどの日配のところですけども、開発行為にかかる公園なので、そちらは、小公園

という扱いになります。都市公園としてはカウントされておりません。 
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あと、寺社林の方ですけども、保存指定の樹木もそうなのですけども、基本的には、

やはり、所有者の方に管理をしていただくような形で、必要に応じて支援や市民協働み

たいな形で守っていきたいと考えております。 
 
稲葉委員 
小公園だから都市公園ではないのですが、例えば、淀師区内では、金之宮神社のとこ

ろにも公園的機能を持った遊具があったり、風呂湧のところにも小さい公園とかあった

り、小公園が点在しているようなところもある。確かに都市公園はないのですが、そう

した小公園が点在化していているので、そういうものをカウントするのかどうなのか、

ちょっとお伺いしたいのですけれども。何がなんでも都市公園でなくてはダメなのかど

うか。もちろん、淀師地区は今後も人が増えてくるでしょうから、新たな公園の必要性

はわかりますが、小公園が点在している状況の中で、意味のない公園を作っても仕方な

いので。要は、是が非でも都市公園を２つなのか、それとも、既存の小公園や開発によ

る小公園を考慮した上で、２つで考えていくのか。それについてお伺いしたい。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 
２５ページに一覧がありますけれども、市内にある小公園９７箇所、児童遊園７５箇

所あります。あとは、２４ページの市が所管する公園等の概要４４箇所とか、それらを

すべて、７６ページに図化したものです。そういうもが、この淀師、淀平町、三園平に

落としたところ、空白になっておりましたので、今後、新たな公園を整備する必要があ

るだろうということです。なので、今後、開発行為などで公園が設置されたり、出来て

くれば、必ずしも都市公園などの大きなものにする必要は無いとは思います。いずれに

しても、今後の整備状況を見た上でということになってくると思います。 
 

諏訪部委員 
８７ページの所ですけれど、①の優良農地の保全とか棚田の保全は具体的に地域が示

されているのですが、⑥の市民農園とか学童農園の設置の推進っていうのは、地域的に

とか具体的にどの所をいうのか教えていただきたいのですけど。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 
 市域全域で、もちろん、こういった市民農園とか学童農園とかの設置は考えていくこ

とになると思います。 
 
諏訪部委員 
 その役割のところで、◎とか□、○で、市民農園、学童農園の設置のところは、市民

が◎になっていまして、主体的実行は市民がやる。行政は○で、それに支援とか指導協

力していくことですけど。実際に田んぼを提供していただいて、春には、田植えをやっ

て、秋には稲刈りをするという。そういうような市民の方がいて、それに、要望とかも

あるのですが、小学校５年生が、これを担当してやっているのですけれど、これは、黒
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田小のことですが、市民の声で田んぼをやるのはいいけど、その周りにトイレが無いの

で、トイレを設置していただけないかというような要望もあるのですね。ですから、行

政の方で、そういったところの協力とかは、できないのかどうか。それを聞きたいので

すけれども。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 
 なかなか、トイレとかという施設の整備まで、市でやるのは、おそらく難しいのかな

と思いますけれども。市民の農園として、利用し易い市民農園を地元の皆さんで作って

いただいたりということは、必要なことだと思いますので。その辺りについては、市民

農園とか学童農園ということで、農政課の方にもお伝えしながら利用しやすい市民農園

の設置について努めていきたいと思っております。 
 
佐野(和)委員 
まず１点お伺いします。先ほどの課題４２ページですね。緑に関する現況と課題とい

うところ、先ほど会長からも話があったとおり、放置林ですね。この対策というものを

ちょっとお伺いしたいのですが、実際、自分のものだと、民有地が自分のものですよと

いうように把握されているところと、世代が変わってしまって、誰が所有しているか分

からない、そんなところがあちらこちらにあるという話を聞いております。森林を整備

するのに利益が生まれるときは、これは、私のものだというような形で、案外、手を挙

げる人が多いのだが、逆に整備してくれということになると、お荷物だから整備が進ま

ない。そのような状況下のことを課題として、所有者の責任ということに関して言えば、

こういったことを載せることができるのかできないのか、まずお伺いします。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
こちらの方に、明らかに責任という記述はできないとは思うのですけれども。今は整

備するのにコストがかかるということで、今後は集約化して広範囲にわたって様々な所

有している方の山林をまとめて整備するという方向で法律も変わってきていますし、効

率的に整備するとうことが主体となっております。その段階で、所有者を調べていきま

すので、ある程度は、追跡調査などで所有者を明確にしていく、あるいは、山林の境界

をはっきりしていくような整備を只今、政策展開しております。推進施策として具体的

な整備についてまでの記述はしてございませんが、森林の適切な維持管理に関する施策

の中で、委員ご指摘の所有者不明の山林の判明を含めて、施策としては進めております。 
 
佐野(和)委員 
もう１点、都市計画のことについて、１４ページで、先ごろ、新聞等で出ましたけれ

ど、優良田園住宅と大規模集落施設の位置づけは、この緑の基本計画にも係わっている

ところがあると思いますが。載せられるものなのか。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 
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優良田園住宅と指定大規模については、どちらかと言うと、住宅政策の話になってま

いりますので、この緑の基本計画で取り扱うものではないと考えます。したがって、特

に、本計画への記述は考えておりませんが、住宅政策のマスタープランである住宅マス

タープランとか、他の計画もございますので、そういうところで、取り扱われるものか

と思います。 
 

菅原委員 
 ３点ほどあるのですが。 
１点目は、前回、私が水源地の保全という形で、外資による買い占めは大丈夫かとい

うことで、意見を言わせていただいたのですが、この報告書に入れる、入れないのでは

なくて、質問なのですが。庁内での、土地所有とか開発の動向とかっていうのは、横断

的に情報を集約、情報管理がされて、尚且つ、チェック機能というのですかね。そうい

ったものが、万全にできているのかどうなのかがまず１点。もし、それが万全に機能し

ているのならば、改めてこの報告書に入れる必要はないし、それが１点。 
それから、２点目は、１０３ページの関連する推進施策の中の一番下に、森林の永続

性を確保するための諸制度の活用という、これの対応というか、施策体系の番号として、

１－３－４という形が挙げられています。それが、８０ページになるかと思うのですが、

これで行くと、天子山系及び市街地周辺の丘陵地、が挙げられているのですが、森林の

永続性を担保するという、この森林の対象が、これでいくと、天子山系および市街地周

辺丘陵地だけなのかなと、未来永劫にわたり変わらぬ緑、豊かな緑の継承という形でい

くと、もう少し森林というものを広くとらえた方が良いのかなというような。その辺に

少し矛盾というか、未来永劫、永続性という形で、非常に広い意図のような項目に対し

て、対象地が限定されているのかなというのが２点目。 
３点目ですが、提案ですけれども、同じく１０３ページのところに、重点施策として

非常に重要なのは教育じゃないかと。教育について触れられているのですけれども、重

点施策として、この緑とか自然に対する特に子どもたちの関心を高めるために、重点的

にかつ、早期にそういったような施策を入れて取りかかるという。それを、項目として

加えた方が良いのかなと、その３点でございます。 
 
事務局（都市計画課長） 
 １点目の外資による土地の開発とかですね。そういうものが、把握されているのか、

ということでございますけれども。まさに、都市計画課の方で、土地利用対策委員会の

主管課でもございますし、開発の方の関係も当課で所管しております。尚且つ、国土法

では、届出が義務付けられておりまして、それらのチェックもしておりますし、資産税

課とのタイアップで、土地の調査も行って、情報交換などもしながら行っている。よっ

て、ある程度の面ではしっかり把握できていると思っております。以上です。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
 ２点目の森林保全の件ですけれども、天子山系とその周辺の丘陵地というのは、非常
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に人工林率が高いものですから、あえて、このような書き方をさせていただきました。

富士山地域のことに関しましては、その上の（１）の富士山の自然環境保全のための諸

制度の活用ということで、例えば、自然公園法とかで森林を守っていく、そういうよう

な法律もありますので制度を活用して、守っていけるのではないかなということで、あ

えて１番の方には、記載はしておりませんでした。 
３点目の教育の施策ですけれども、重要なテーマとして、記載を検討していきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
水口会長 

さっきの２点目と言われた天子山系等に限定した永続性担保制度活用は、８６ページ

にその施策の説明がありますが、さっきの菅原委員の趣旨は、天子山系に限定されるの

か、とのことでして、今の答えは、富士山麓は既にいろいろな指定がなされているとい

う趣旨であったということです。８６ページは、少し法的担保の弱い天子山系や市街地

周辺の森林で、様々な防災関連法令の活用を今後検討します。あるいは、新規指定を考

えますという趣旨で良い訳ですね。 
 
事務局（花と緑と水の課長） 
はい。 

 
水口会長 

他にどうぞ。はいどうぞ。 
 
西谷委員 

私どもは、河川と道路の管理整備をしている立場から、１点意見を言わせていただき

ます。８０ページと８１ページに、施策の体系がございますけれど、その中で、基本目

標の３点目に、緑と水のネットワーク形成といったところがあります。その基本方針で

（１）、（２）が河川と道路関係の項目になっていまして、そこの横の８１ページの方に、

推進施策がいくつか載っております。その中で、河川の方で、④で河川の美化活動の促

進というところがございますけれど、道路についても、同じように道路の美化活動の促

進ということを加えていただけたらなと思います。できれば、６番目の街路樹の適切な

維持管理と道路の美化活動の促進という形で加えていただければ良いかなというよう

な意見です。 
それに関連して、５７ページに、目標④の自然や緑に水に関する活動への関心を高め

ますとういう形で、活動団体の数が目標値として掲げられています。その中に、今言っ

た、静岡アダプトロードプログラムの同意団体。これは、道路の美化活動をやっていた

だく団体ですけれども、それと、リバーフレンドシップ締結団体が、それぞれ７と１１

ございます。これは、約１０年間でこれくらいの団体で、最近ちょっと、締結団体が、

落ちてきているが、年間１団体くらいは、結んでいるということで、目標が、２年に１

団体くらい。今１０年で５団体くらいになっていますので、目標の設定について、どう
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いう形でされているか、もし、上げられるならば、１年に１団体くらいに上げてはどう

かということです。 
 
事務局（都市計画課長） 
１点目の道路の美化活動につきましては、記述の方を加えさせていただきたいと思い

ます。今の団体が、もう少し増えるのではないかという予測がございますので、もう一

度検討させていただきますが、あまり高く目標を立てても、なかなか、実行が難しい部

分もありますので、その辺りも含めまして、もう一度検討させていただきたいと思いま

す。 
 
水口会長 

よろしくお願いします。他にどうぞ。はいどうぞ。 
 
加納委員 
 １０３ページのところの、１）のところですけれども、下から３番目のところに、富

士山せせらぎ広場から富士山本宮浅間大社までのプロムナードとありますけれど、ここ

のところで、今もだいぶ整備されておりまして、大変きれいなのですけれども、ここの

所を歩いている時に、すごい夏なんかも暑くて、日陰がないというか、木陰がないとい

うか、いつも行っても辛い思いをするのですけれども、そんなところでは、木を植えて、

して木陰とかということは考えていないのでしょうか。 
もう１つ、もう少し手前の道路で木がないので、人がちょっと木陰に入るというか、

雨がちょっと降った時に、逃げる場所もないので、その辺の所をちょっと教えていただ

きたいと思います。 
 
事務局（都市計画課長） 
 富士山の世界遺産に登録及び世界遺産センターの誘致に際して、富士山浅間大社周辺

の景観も含めた参道整備に取り組むよう、県の世界遺産センター設置に関する委員会か

ら付帯意見が示されています。これらを受けて、今後、整備していく目標がございます

ので、ご指摘のせせらぎ広場か浅間大社までを含めて、今後の大社周辺の整備方針や人

の流れなども含めまして、検討させていただきたいと思います。 
 
加納委員 
はい。よろしくお願いいたします。 

 
水口会長 

それでは、かなり時間も費やしました。次の議題もありますので、今日、いろいろ

意見も出て、私自身がよく聞き取れなかったところもあり、事務局の方で実行的な議

録を作ってもらって、対応すべきものといいますか、基本的には対応して欲しいと思

います。ただし、他の計画との絡みもありますから、今日この場で答えが出たのもあ
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りましたけども、やや保留的になったものも、もう１度必要によっては所管課と情報

交換をして、まとめて私の方にご意見いただこうかと、ものによっては、さっきの広

葉樹林化みたいな話はご発言の藤井委員のご意見を聞いてみたこともあった方がいい

かもしれません。ということで対応をお願いいたします。 
それでは、先ほど申しましたように、その辺のことを入れてもらって、更に市民か

らのご意見を集められて、来年の２月に最終案として、もう１度議論あるいは確認を

するということになると思います。いい案になるように期待をしております。 
次に、次第３の報告事項に移ります。富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景

観重点地区指定）について、事務局から説明をお願いいたします。 
 
事務局（都市計画課主査） 

都市計画課の佐野と申します。よろしくお願いいたします。 
私からは、富士宮市景観計画改定、浅間大社周辺地区 景観重点地区指定について、

説明させていただきます。説明時間はおよそ２０分を予定しています。座って失礼いた

します。 

資料はお手元の資料になります。ご用意ください。 

報告事項資料１の１ページをご覧ください。 

本件は、今後、浅間大社周辺地区を富士宮市景観計画における重点地区に位置づけ、

良好な景観形成に取り組もうとするものです。まず、その目的や概要についてですが、

富士山本宮浅間大社は、富士山信仰、富士登山の拠点であり、昔から、そして将来に向

けても富士宮、日本のシンボルとして、その存在は普遍なものであります。現代の登山

スタイルこそ、交通インフラの発達により、浅間大社から歩いて登る人はいませんが、

登山者の意識の中に浅間大社を起点することは極めて重要なことであります。また、登

らずとも、麓の浅間大社などから富士山を仰いだり、信仰する行為は、先人たちが行っ

てきたことです。こうしたことを踏まえ、世界遺産センター建設地選定に係る、県の基

本構想策定委員会の付帯意見も示されたものと考えられます。２ページをご覧ください。

これが付帯意見になります。５項目のうち、１つ目の「街づくり」では、街並み景観の

改善や美しいまちづくりについて。５つ目の「良好な眺望の確保」では、自主的な取り

組みが求められています。再び１ページをご覧ください。これらのことから、浅間大社

周辺地区について、富士山の眺望確保や門前町として、趣きと落ち着きのある街並を形

成するため、富士宮市景観計画における重点地区に指定し、今後、地域住民や地権者の

理解を得ながら、建築物等の高さ・色彩の制限を設定し、将来に向けて景観誘導・コン

トロールを図っていこうとするものであります。現在、この指定に向けた調査は検討を

行っており、指定の手続きまでを含め、事業としては、今年度と来年度の２か年を予定

しております。概ねの想定エリアについては、世界遺産センター建設予定地から浅間大

社にかけて、及び浅間大社の北側に及ぶ周辺一帯となっております。３ページをご覧く

ださい。ここからが、現時点での調査、検討状況になります。重点地区の指定区域につ

いては、富士山への良好な眺望を得ることを基本とします。また、大社周辺の市街地形

成の歴史や今後の周辺整備の構想なども踏まえながら、総合的に検討し、建築物の高さ
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などの規制・誘導が必要な区域を設定していきます。区域の定め方は、道路などの地形

地物によって区切るようになります。この区域を設定する根拠として、現在、富士山へ

の良好な眺望を得るための検討・分析を行っています。４ページをご欄ください。浅間

大社周辺において、富士山の眺望を確保する上で重要と考えられる場所として、４箇所

の視点場を設定します。 １つ目の視点場は、富士山せせらぎ広場の一の鳥居付近です。

富士山世界遺産センターの建設予定地であり、大社へのアプローチの起点となっている

場所です。２つ目の視点場は、二の鳥居付近です。大社の玄関部分であり、多くの参拝

者が記念撮影をする姿が見られる場所です。３つ目の視点場は、神田川ふれあい広場で

す。参拝者や市民のための休憩や憩いの場所です。４つ目の視点場は、湧玉池、東鳥居

付近です。かつて登山者がみそぎを行った歴史がある場所です。５ページをご覧くださ

い。次に、富士山のどこまで、どの範囲が見えれば良好な景観なのかについて検討して

います。富士山の世界文化遺産としての価値は、富士山が神聖で荘厳な景観をもとに「信

仰の対象」と「芸術の源泉」になってきた点です。この富士山の価値にとって、特に重

要な地域、標高約１，５００ｍ以上を構成資産の範囲としています。その理由は、有名

な絵画に描かれた範囲が重なり合う部分にあたり、信仰の上では、神聖性の境界のひと

つであった「馬返」以上にあたるからであります。この範囲の中には、浅間大神が鎮座

されるといわれる８合目以上や、現在発行されている千円札等に採用された本栖湖から

の景観が含まれております。これらのことから、基本的には世界遺産の構成資産となっ

ている富士山域。つまり、山容、標高約１，５００ｍ以上の眺望を確保することが適当

であると考えられますので、この考え方を基本に評価・分析を進めております。実際に

浅間大社周辺の市街地から富士山を見た場合、右手の稜線に見える浅黄塚と呼ばれる小

さな山、左手の稜線に見える塒塚と呼ばれるが小高い山の山裾が、それぞれ、概ね標高

１，５００ｍラインにあたります。６ページをご覧ください。建築物などの高さ規制を

かけるためには、客観的なデータに基づく、しっかりとした根拠が必要になります。し

たがって、数学的、物理的に分析し、許容される高さを算出します。資料は、その計算

や模式図を示しております。解説しますと、視点場の標高に人間の目線の高さを加味し

ています。前ページで示した浅黄塚、塒塚、正面山頂方向の１，５００ｍの各地点のそ

れぞれまでの距離との関係によって、見通し線や、見上げる角度が求められます。その

見通し線よりも上へ建築物等が飛び出さないようにすれば良いという事になります。 
次に、差替えさせていただいた資料の７ページをご覧ください。計算の結果から、４

箇所の視点場における見通し線における制限高さを、視点場から５０ｍ間隔の色の配列

で表しております。赤色が制限高１０ｍ、紺色が２０ｍ、水色が３０ｍ範囲です。一番

右側の配列が浅黄塚）、一番左側が塒塚、真ん中が山頂方向の１，５００ｍ地点、とい

うように各地点を見ています。右から２番目は、参考までに宝永山、標高約２，７００

ｍへの見通し線です。本ページを差替えさせていただいた理由は、この制限高さを求め

る計算過程において、４箇所の各視点場から富士山までの距離を本来、変えなければな

らないところを、すべて同じ距離を使って計算してしまっていた誤りがあったためです。

パソコンへの数値入力作業の際に不注意がございました。たいへん失礼いたしました。

それでは、改めて、分析結果を見ていただきたいと思いますが、視点場１と視点場２に
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ついては、視点場からの距離１００ｍまでの範囲に制限高さ１０ｍの区域が確認できま

した。大社周辺地域の地形特性として、湧玉池から北側に向けて急激に斜面の地形に変

化し、段丘状に高くなる地形となっています。この地形変化点に近い視点場４では、段

丘状の高い地盤が手前に障害物となっておりますので、標高１，５００ｍ付近の見通し

自体が困難な状況にあります。したがって、視点場４については、浅間大社の参集所及

び後背の一部区域に、風致地区による最高限度８ｍ規制が既に適用されていることを勘

案し、参集所付近の地盤高さに、許容される最高８ｍを加味した高さを見通し線、標高

概ね１，８００ｍとして検討しております。なお、風致地区の区域は、資料１ページの

図中に緑色で示しております。視点場３、４の一番左側、塒塚方向の配列において、赤

色の制限高さ１０ｍ以下が多く並ぶ原因は、さきほど申しました段丘状に地盤自体が高

くなっている影響によるものです。今回お示ししたこの分析は、各視点場と富士山との

距離を正確に取っています。富士山が円すい形の立体であるため、正面の１，５００ｍ

地点よりも、両サイドの稜線方向にある浅黄塚（あさぎづか）、塒塚（とやつか）の方

が、奥へ回り込む形となっているため遠くにあります。このように、同じ１，５００ｍ

地点でも遠くにある方が、仰ぎ見る角度、仰角といいますが、この仰角や見通し線が下

がります。 
現時点の分析はここまでですが、今後は、富士山が一つの山であることも考慮して、

仰角を揃えた場合の分析も行います。わかりやすく申しますと、富士山を立体ではなく

一枚の平面の絵として見るようなイメージでの検討です。今後は、これらの多角的な検

討を重ねていきながら、視点場４箇所の色の配列を地区全体として、重ね合わせ、配列

の分布状況を基に、制限高さの区域分けや全体の区域の設定を検討していきます。 
次に、重点地区に指定し、高さ等の制限に関する法的位置づけや、指定後の運用につ

いて説明します。景観計画に重点地区として位置づけ、建築物の高さの制限を謳うこと

で、区域内で行われる建築行為が届出対象となり、景観法による法的拘束力が発生しま

す。しかし、景観法の性質上、許可行為ではなく届出行為であるなど、その拘束力は比

較的弱いものといえます。これは、景観法に基づく景観計画が都市計画決定のような厳

格な策定手続きを義務付けていないことにありますが、このことから、景観法の違反に

対する変更命令の対象は、色彩やデザインなどに限られ、仮に、無届けや届出と異なる

内容で、高さや色彩違反の建築物を建ててしまった場合、色彩やデザインに関しては、

変更命令を出せますが、高さについては出すことが出来ません。したがって、高さ制限

のような財産権に対する厳しい制限について、強制力を持って規制しようとする場合に

は、都市計画法による高度地区などを併せた設定をする必要があります。これらのこと

から、今回の重点地区を指定する上で、高さの制限は、極めて重要な事柄であるため、

実効性を持った高度地区の併用設定を予定しています。なお、高度地区とは、用途地域

内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高

限度又は最低限度を定めるものであります。 
８ページをご覧ください。指定までのスケジュールとなっております。今年度末まで

には、おおよその骨格的な原案をまとめ、今年度中には地元との事前協議を開始したい

と考えております。その後、来年度は、前半のなるべく早い段階で素案として取りまと
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め、地元説明会を行い、後半は、計画案の縦覧やパブリックコメントなどの手続きを経

て、平成２８年度からの施行を目指していきたいと考えております。 
最後に参考資料をご覧ください。松本市の事例です。松本城周辺地区において、高さの

最高限度１５ｍから２０ｍの高度地区を設定しています。今回、当市で行おうとしてい

る考え方と同様です。松本城から西側の北アルプスや東側の美ヶ原高原への眺望を確保

するため、城内に３箇所の視点場を設定し、山々を仰ぎ見る角度、仰角の範囲内に建築

物が飛び出さないように建築物の高さを誘導しています。 
以上で富士宮市景観計画改定についての説明を終わります。 

 
水口会長 

はい。ご苦労様でした。ペーパーの枚数は少ないですが、中身はいろいろあり、更に

今後に繋がります。今日の段階で作業が始まっている基本的な眺望確保のための技術的

検討結果の報告でした。ご質問、ご意見をお願いします。 

始めに私の方から１点質問的確認と２点目意見を申し上げます。 

差し替えのあった７ページ、今、説明がありましたが、上の文章の説明で視点場４、

一番富士山に近いところで、ここについて地形が急に段丘上に上がっていく訳ですが、

且つそこに、第一種風致地区がかかっていて建築物の高さ規制が８ｍです。その一段上

がった段丘上の上に８ｍの建物が許容されている訳です。それが建つと視点場１から３

のように１，５００ｍラインを見ることは難しくなるという説明があります。図面は、

下の視点場４の図面です。文章の方に、その結果、富士山の方に伸ばしていくと、風致

地区の８ｍを加味した見通し線として検討したという説明と、下の図面の視点場４の標

高が概ね１，８００ｍという説明が繋がってこないので、説明文章に一言付け加えてい

ただきたい。上の説明文と下の図面とでどうつながるのか。風致地区最高８ｍを加味し

た高さというのは、富士山標高に換算すると、概ね１，８００ｍということでいいので

すね。その説明がないのでわかりづらいというのが１点です。これは質問確認です。 
もう１点は、ペーパーは今日の段階ではないのですが、終わりの方で言われていた今

後の予定のところで、まさにおっしゃったように景観法上の高さ制限は非常に弱いです。

したがって、制限の実効性をしっかり持った方策というのは、都市計画の決定になりま

す。その都市計画の手法として、建築物の高さを制限する時に使える代表的な手法が４

つあります。先ほど説明のあった高度地区。建物の高さの最高限度、逆に最低限度も規

制できますが、これを一定地区で決める高度地区。先ほどの説明は、この高度地区を使

う予定ということでした。参考資料の松本市の例のように、高度地区を使って眺望を保

全している事例はけっこうあるのですが、でも日本ではまだ少ない。その先進事例です

が、これは景観法のできる前でした。ですから、かなり先進的な時期にやった訳です。

高度地区を使う以外に、景観法ができて景観地区という都市計画法上の地域地区指定で

非常に強いものがあります。これは最も重厚で万全な保護策であります。それから風致

地区というものがあります。その地区の風致を維持するために、高さ制限、その他風致

の制限を加えるものです。 
最後に「地区計画」です。現在の重点地区、「神田地区」「中央・駅前地区」の２地区
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に景観計画の重点地区が指定されており、そこに連動して地区計画で高さを制限してい

るということがあります。 
一応、その４つの手法を比較検討した結果「高度地区」というのは、次回、地元事前

調整の前には必要だと思われます。以上２点です。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

視点場４の北側には風致地区設定による８ｍ制限があるので、それを加味し許容し得

る高さを算出した結果、１，８００ｍを見ることになったということで、上の文章では

その説明書きがなく申し訳なかったのですが、下の図面で概ね１，８００ｍを見ること

になったという訳です。《写真を見せながら》こちらは、視点場４の写真ですが、手前

に地盤自体が高くなりますので、建物が全くなかったとしても１，５００ｍライン自体

を見ることがぎりぎりになって難しい状況になってきます。ですので、ここだけは、見

通し線、仰角を少し上げよう、そうしないと、ここの高さ制限が、地盤自体が高いこと

から、数ｍ程度の建物しか建たなくなってしまいます。地盤の影響を鑑みて、見通し線

を上げてあげようということで、参集所やその後ろ側に風致地区の８ｍがかかっていま

すので、ここに８ｍの建物が建ち並んだとして、そこの高さを基準にした見通し線が、

結果的に１，８００ｍとなりました。その１，８００ｍの見通し線から飛び出さないよ

うに許容される建物の高さが視点場４の色の配列の状況です。 
それから、高さ制限の手法ということで、４つほど代表的な手法があるということで、

手法の選択についても検討をしております。今のところ高度地区を予定しています。そ

の理由としましては、「風致地区」は、一定程度の緑地や風致を維持することが目的と

なっていますので、現在、風致地区に指定されている範囲は緑が残っていて風致が維持

されているとこでありますが、その他の部分につきましては、すべて住宅などになって

いますので、風致地区を拡大することは相応しくないと判断しています。 
それから「地区計画」は、ある限定的なエリアに対して、地区の住民の意向や地区の

状況を踏まえながら、高さ以外にも建築物の壁面後退や建築物の用途を制限する手法で

ございますが、この区域については、ある程度広範囲に制限をかける区域が及ぶという

ことが考えられますので、しかも、商店街で行ったような街路事業と共に新たな街並み

を整備する性格のものでもありませんので、地区計画も相応しくないと考えております。 
３つ目の景観法による「景観地区」ということで、これは景観法ができてから制度化

されたものであります。景観地区を都市計画決定すれば強制力は出てくるということで

ありますが、会長がおっしゃったとおり「景観地区」というのは非常に重厚で、高さで

あるとか色彩とか、デザインなどを包括的に景観法の中で取り扱って、建物については、

申請を受けて認定をするという行為になりますが、包括的に取り扱われる最も高度なも

のであります。このエリアの中を見てみると一般の住宅であるとか、そういうものが多

数含まれている状況でありますので、新たに街並みを整備すると言いますか、建築物の

デザイン、意匠を揃えていくという状況ではないのかなと思います。こうしたことから、

今回の浅間大社周辺に関しては、高さをコントロールするというのが一番の目的になっ

てきますので、従来からの高度地区の手法が最適ではないかと考えています。なお、高
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度地区を指定することで、建築確認の際には、審査事項の一項目になりますので、実効

性をもった手法ということで、「高度地区の指定」が一番妥当ではないかということで、

現在検討しているところです。 
 
水口会長 

はい。概ね了解しました。 
ただ、高度地区は、狭い専門店のようなもので、建築物の高さについては有効なので

すが、例えば、この写真を見てみますと、建築物の上に出ているペントハウスや広告塔

など、それから建築物ではない独立した広告塔など、景観、眺望を阻害する要素に関し

ては対象とならないということもあって、これは景観計画の一般規定によって運用して

いくなど、いろいろ組み合わせていく必要があります。 
それから、今後の検討事項ですが、眺望のために背後はどこまで考えるのか、その範

囲に応じて、高度地区でやるところもあれば、景観計画の一般規定でやるところもある

ので、次回後の協議事項ですが、高度地区を使うにしても並行して関連する総合的な対

策というものが必要なので、合わせてご検討を期待しております。 
他に意見はありますか。 
最後のページに今後の予定がありましたが、関連する審議会は、都市計画審議会と景

観審議会の２つですね。来年度いっぱいで決まるということで、議論が一番具体化する

のは次回以降になると思いますので、引き続き都市計画審議会の委員の皆様には、よろ

しくお願いします。 
その他、特にないようでしたら、次回に議論を続行するということで、終わりにした

いと思いますがよろしいでしょうか。 
事務局が予定されていた時間よりだいぶオーバーしてしまいました。今日予定してい

た議論は終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

会長、会議の進行、ありがとうございました。 
最後に次回の予定を申し上げます。次回の審議会は２月上旬頃を予定しておりますの

で、よろしくお願いします。日程等はいつものとおり前もって文章にてご案内をさせて

いただきます。 
それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。委員の皆様におかれましては、

長時間にわたるご審議ありがとうございました。これをもちまして平成２６年度第１回

富士宮市都市計画審議会を閉会いたします。皆様大変お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 




